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主 要 記 事 の 要 旨

米軍の国内出動
―民警団法とその例外―

清　水　隆　雄

①　西欧諸国における軍隊の任務は、主として対外的な脅威に対応することであり、国内の
秩序維持等については、警察等の治安機関が対応することが原則と考えられている。しか
し、警察等の治安機関だけでは国内の秩序等を維持できないような事態、例えば、反乱や
暴動などへの対応、災害への救援等については軍隊が出動することも往々にして存在する。

②　西欧諸国において、軍隊が国内の秩序維持等に出動できるのはどのような場合なのかに
ついては、通常、法規に定められている。

③　常備軍はできるだけ持たない。軍隊は主として対外的な脅威に対処し、国内の治安維持
等は民警団等が対応する。軍隊は文民に従属するというのが草創期の米国の考え方であっ
た。実際にも、独立戦争後には、軍隊の兵員の数は最小限に抑えられ、軍隊は文民に従属
することが、各種文書や憲法に記載されている。

④　しかし、このような考え方のうち、軍隊を対外的な脅威にのみ対応させるという考え方
は、第一回の連邦議会における審議で早くも壁に突き当たる。大統領は、国内におけるイ
ンディアン等の反乱への対処のため、民兵を使用することができるようになったのであ
る。その後、軍隊は、国内における活動範囲を徐々に拡大して行った。

⑤　このような事態を改善するため、南北戦争後、Posse Comitatus Act（民警団法）が制定
され、陸軍、空軍を使用することは違法である旨を定めたが、憲法、または議会が定めた
法律で認められた場合には軍隊を使用できるとされていたため、その後、法律の執行以外
にも、軍隊の国内使用のために多くの法律が制定され、災害の救援、環境問題、さらには
テロリズムへの対応など幅広く行動し、今日に至っている。

⑥　しかし、軍隊の過度の国内出動は、軍隊と国内の法律執行機関との区別をあいまいに
し、シビリアンコントロールの土台を崩壊させ、軍事即応体制に悪影響を及ぼし、結果的
に、軍隊および国内の治安機関の双方の能力を衰退に向かわせるのではないかとの指摘が
ある。
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はじめに

　西欧諸国における軍隊の任務は、主として対
外的な脅威に対応することであり、国内の秩序
維持等については、警察等の治安機関が対応す
ることが原則と考えられている。しかし、警察
等の治安機関だけでは国内の秩序等を維持でき
ないような事態、例えば、反乱や暴動などへの
対応、災害への救援等については軍隊が出動す
ることも往々にして存在する。
　しかし、西欧諸国においては、軍隊がどのよ
うな場合に国内出動するのかについて、通常、
法規によって定められている。
　米国は、1�世紀末に独立するまでは英国の植
民地であり、戦乱が多発するヨーロッパから遠
く離れているという地理的な環境から、植民地
の治安維持等には、民警団等で十分対応可能で
あり、外国と戦うための軍隊は必要と考えられ
ていなかった。また、植民地への侵略に対する
防衛は宗主国たる英国の軍隊が担うものとされ
ていた。
　入植者たちは、平和時においては、常備軍が
存在することそれ自体が脅威となると考えてい
た。常備軍は、専制政治の手段となって人民を
弾圧し、または常備軍自体が反乱を起こし、政
府を転覆させるような存在になり、人民の自由
を奪いかねないと考えられていた。このよう
に、常備軍が自由な国家にとって危険な存在で
あるという考えは、一般の入植者だけでなく、
政治指導者にも共通するものであった。このた
め、できるだけ常備軍を持たないというのが基
本的な考え方で、常備軍を持つ場合でも小規模
のものとし、軍隊は文民に従属させるべきであ
ると考えられていた。
　すなわち、常備軍はできるだけ持たない。軍
隊は主として対外的な脅威に対処し、国内の治
安維持等は民警団等が対応する。軍隊は文民に

従属するというのが草創期の米国の考え方で
あったといえるだろう。実際にも、独立戦争後
には、軍隊の兵員の数は最小限に抑えられ、各
種文書や憲法により、軍隊は文民に従属するこ
ととなった。
　しかし、このような考え方のうち、軍隊を対
外的な脅威にのみ対応させるという考え方は、
第１回の連邦議会における審議で早くも壁に突
き当たる。大統領は、国内におけるインディア
ン等の反乱への対処のため、民兵を使用するこ
とができるようになったのである。その後、軍
隊は、国内における活動範囲を徐々に拡大して
行った。
　このような事態を改善するため、南北戦争
後、Posse Comitatus Act（民警団法）が制定さ
れ、陸軍、空軍を使用することは違法である旨
を定めたが、憲法、または議会が定めた法律で
認められた場合には軍隊を国内で使用できると
されていた。このため、国内使用を目的として
多くの法律が制定され、軍隊は、法律の執行以
外にも、災害の救援、環境問題、さらにはテロ
リズムへの対応など国内で幅広く行動し、今日
に至っている。
　本稿では、先ず、建国当初来の米国民の軍隊
に対する考え方を歴史的に辿り、次に、どのよ
うな国内事態に米軍は出動するのかについて調
査し、最後に、国内治安機関と軍隊の役割との
関係について考察する。

Ⅰ　軍の存在自体への警戒

１ 　歴史的経緯

　草創期の米国における常備軍への嫌悪には、
ヨーロッパの共和主義の影響が色濃く残ってい
る(1)。
　米国の共和制は、建国期にはかつての宗主国
英国の王制を否定するという消極的な側面が強
く主張されたものである。言い換えれば、君主

⑴　富井幸雄『共和主義・民兵・銃規制』昭和堂,2002,pp.229-236.
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による専制政治の危険から米国を守るために共
和制を選択したのである。これは、軍隊が、専
制政治の道具となり、暴政を担保するという英
国での経験等から学んだ考え方から来ている。
このような軍隊の弊害を除去するため、常備軍
はできるだけ保有しない。保有する場合でも最
低限のものを保有するという考え方が出てき
た(２)。
　1770年、ボストン虐殺事件が発生し、英国軍
が植民地人に発砲し、 5 人を殺害し、 6 人に負
傷を負わせた。このニュースは植民地の多くの
人たちに衝撃を与え、英国および常備軍である
英国軍に対する嫌悪感が一層つのった。
　常備軍に対する嫌悪感は、米国草創期の多く
の文書に残っている。
　独立宣言は、英国の国王ジョージ 3 世が、

「平和時においても、法律による承認なく常備
軍を我々の中に置き、さらに、文民から軍を独
立させ、軍に対する文民の優越を放棄すること
に影響を与え、軍を、死、荒廃および専制――
総じて民主国家に、今日から見ても何の価値も
ないことに使用した」と非難している。特に、
独立宣言に署名した人たちは、平和時に常備軍
を維持することは、軍隊が文民統制から独立す
ることであるとして攻撃した(3)。以上のような
独立宣言の文面からもわかるように、米国人
は、常備軍を信頼していないということだけで
はなく、圧政と専制政治の道具として考えてい
たことがわかる。時間の経過と共に、軍隊への
信頼が、文民に徐々に広がったが、軍隊は文民
政府から分離され、国家安全保障の目的のため
存在することは支持されていた(４)。

　連合規約(5)は、平和時に軍を集合させること
は共通の防衛に必要ではないと述べ、また、民
兵の管理については、州が、文民の権威に管理
を委ねるという方針を示すことにより、文民の
問題に軍が介入することへの警戒を表現してい
る(6)。また、1776年のヴァージニアの人権宣言
は、「民兵は、自由な国家の適当にして安全な
る守りである。平時における常備軍は、自由に
とって危険なものとして避けなければならな
い。いかなる場合においても、軍隊は文権（civ-

il power）に厳格に服従し、その支配を受けな
ければならない(７)」と規定している。
　憲法も同じテーマを続けている。
　憲法は、統治機構を通じて文民が軍隊を管理
することを規定している。
　具体的には、憲法は、大統領を米国の陸海軍
および現に召集されて米国の軍務に服している
各州の民兵の総司令官であると規定している

（第 2 条第 2 節第 1 項）。つまり、大統領を総司
令官に任命することで、軍を文民に従わせるこ
とを意図しているのである。
　一方、議会は、戦争を宣言し（第 1 条第 � 節

第11項）、軍隊を徴募し、これに財政的措置を
講ずること（第 1 条第 � 節第12項）。海軍を建設
し、これを維持すること（第 1 条第 � 節第13

項）。陸海軍の統帥および規律に関する規則を
定めること（第 1 条第 � 節第14項）。連邦の法律
の執行、反乱の鎮圧および侵略の撃退の目的の
ためにする民兵の召集に関する規定を設けるこ
と（第 1 条第 � 節第15項）。民兵の編成、装備お
よび訓練に関する規定を設けること（第 1 条第

� 節第16項）を行う。これにより、議会に軍隊

⑵　同上
⑶　Matthew Hammond,“The Posse Comitatus Act: A Plinciple in Need of Renewal”,Washington University 

Law Quarterly,Summer 1997〈http://law.wustl.edu/WULQ/75-2/752-10.html〉
⑷　ibid.
⑸　米国独立宣言直後から、13の植民地全体で形成した国家連合としての基本を定めた文書。1777年、大陸会議で

可決され、17�1年までに全ての植民地で批准された。この13の植民地連合体の名称を「アメリカ合衆国」と定め
ている。17�9年、米国憲法の成立に伴い失効した。

⑹　Hammond,op.cit .
⑺　富井　前掲書,pp.229-230.
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を規制する権限を与えた。しかし、以上のよう
に、軍の建設、維持を許容する一方で、憲法
は、多年度にわたる軍事予算の編成を行うこと
を制限している。
　常備軍に対する恐怖への対応は、憲法に軍事
に関する特別の条文を定める方向に向かうので
はなくて、人民の権利について修正条項で定め
ることによって圧政の恐怖から逃れる方向に向
けられた。これが、権利の章典(8)を制定する動
機付けの一つとなった。修正第 1 条における個
人の権利の保障、修正第 ４ 条の不合理な捜索、
逮捕、押収からの自由により、英国軍のボスト
ン虐殺のような事態は、新しい共和国において
は防止されることが期待された。
　このほかにも、例えば、修正第 3 条におい
て、個人の住宅に軍人が宿泊することを制限し
ている。さらに、修正第 ２ 条において、規律あ
る民兵は、自由な国家の安全にとって必要であ
るから、人民が武器を保有し携帯する権利は、
これを侵してはならないと規定し、武装する権
利を認めている(９)。
　このような憲法の規定について、元最高裁判
所長官のウォーレンは、米国憲法が、常備軍を
警戒し、責任ある民兵組織と軍事の文民への従
属が自由と民主主義を守る立憲主義の原則を貫
いている(1０)と述べている。
　米国を建国した人々は、軍隊は、民主主義を
守るためには効果的だが、組織自体としては、
民主主義の教義とは正反対の性格を持っている
ことを認識していた。その理由として、軍隊へ
の懐疑を表明し批判することが、自由でないあ
らゆる国から失われている。しかし、これは、

民主主義社会にとって絶対に必要な自由である
と述べている(11)。

２ 　民警団と民兵

　初期の植民地人は、インディアン等からの攻
撃等を何によって防ごうとしていたのだろう
か。植民地では、多くの分野において、宗主国
英国に由来する法律、制度等をそのまま取り入
れて利用することが多かった。治安維持につい
ても、英国の制度を取り入れ利用している。
　英国では、古くからPosse Comitatus（民警団）

という組織によって、治安維持等を行ってい
た。英国における民警団とは、通例、治安の維
持、外敵侵入からの防衛、重罪犯罪犯人の追
跡・逮捕のために、保安官が臨時に召集して、
その指揮下に警備活動を補佐することを命じら
れた市民の集団を指す。15歳以上の男性は、限
られた例外を除き、召集に応じる義務があり、
違反者は罰金または拘留に処せられた(1２)。
　Posse Comitatusは、「 カ ウ ン テ ィ の 権 限

（power of county）」を意味する文言である。コ
モンローでは、あらゆる型式の文民の無秩序を
防止するため、15歳以上の全ての男性に対し、
保安官が援助を要求することとされている(13)。
　共同体に犯罪が発生したときに、大声をあげ
て犯人を追跡する｢叫喚追跡（hue and cry）｣は、
共同体に生活する者の義務であった。それが原
型になり、保安官の指揮の下、住民が犯人を追
跡するという型式に発展したといわれる。共同
体に深刻な犯罪が発生したときにはいつでも、
犯人を追跡する保安官を支援するため、共同体
の住人たちが活動するというものである。しか

⑻　米国憲法修正条項の最初の10カ条（修正第1条から第10条まで）を包括する名称で、合衆国市民の基本的権利
たる信教、言論、出版、集会の自由等を定めたもの。1791年に修正された。

⑼　樋口陽一・吉田善明編『解説世界憲法集（第 4 版）』三省堂,2001,pp.52-5�.
⑽　富井　前掲書,pp.229-230.
⑾　Hammond,op.cit .
⑿　田中英夫ほか編『英米法辞典（第 4 版）』東京大学出版会,2001,p.649.
⒀　Charles Doyle,“The Posse Comitatus Act and Related Matters: The Use of the Military to Execute Civillian 

Law ,“CRS Report for Congress,Congressional Research Service,The Library of Congress,1 June 
2000,p.6. 〈http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/96-964.pdf〉
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し、このような民警団については、英国では、
19世紀に警察が整備されたことに伴い、事実上
消滅した。しかし、民警団が正式に廃止された
のは1967年である(1４)。
　米国に伝わった民警団は、主として国内の治
安維持を対象として活動しており、建国当初か
ら警察制度が完備した現在までも生き残り、19
世紀には、民警団法（Posse Comitatus Act）と
いう法律も制定されている。現在でも、保安官
または警察による緊急の召集に応じて集まった
市民の集団をPosse Comitatus またはPosseと
よんでいる(15)。
　民警団と類似した組織として、Militia（民兵）

がある。民兵は、州単位で編成され、特定の臨
時的な軍事目的のために、一般の市民を訓練し
て組織した臨時的な軍隊である。米国では独立
戦争の主力となって戦ったのが民兵であり、憲
法でも、民兵について言及している。1792年に
は民兵法（Militia Act）が制定され、15歳以上
45歳まで全ての男子は、州の民兵に登録するべ
きことが定められている。さらに、1903年には
National Guard（州兵）制度が設けられ、これ
が現代のMilitia（民兵）となっていると同時に、
連邦正規軍への予備軍ともなっている。つま
り、民兵は、法的にも認められた存在なのであ
る。一定の年齢に達すると民兵に登録すること
を強制される。さらに、民兵は、国際法上で
も、正規の軍隊と同様に交戦資格を与えられ、
捕虜となっても陸戦法規に基づく待遇が与えら
れる(16)。
　一方、米国における民警団は、国土の防衛と
いうよりも、一地方あるいは一共同体の治安維
持に主眼が置かれている。この組織は、保安官
の要請に応じて文民で組織したもので、法的な
規定はないが、連邦の保安官の指揮を受けるこ

とで公的な治安機関としての地位を与えられる
ことになる。建国当初の米国では、民警団は、
特にフロンティアでは治安維持のための重要な
制度となっていた。公式に治安維持に携わる人
が少なかったため、これを補うための組織が必
要であったのである。
　犯罪等が発生すると、保安官がいない場合で
も、犯人を捕まえるために民警団が組織され
た。保安官を欠いた場合、この組織は、しばし
ば、法から逸脱した行為をするようになった。
例えば、牛泥棒や犯罪者を、保安官の指揮無し
に追跡し、これを拘束した後、裁判を行うこと
なく、縛り首にし、または射殺したことで当局
から厳しい警告を受けることもあった。
　さらに、公的な組織が民警団を組織し、違法
行為を行うこともあった。1�74年、 ２ 名のお尋
ね者を拘束するため、カリフォルニア州司法当
局が資金を提供し、保安官を指揮官として民警
団を組織した。この民警団は ２ 人を拘束した
後、 1 人を殺害、もう１人を縛り首にした。
　1�76年には、400人から成る民警団が組織さ
れ、有名なギャング、ジェッシー・ジェームス
一味の 1 人を殺害し、 ２ 人を拘束したことも
あった。しかし、そのようなことはあっても、
民警団は、あくまでも文民の私的な組織だった
のである(1７)。

３ 　軍隊の国内出動の開始

　議会は、第 1 回の連邦議会において、大統領
が、敵対的なインディアンの侵入から、主とし
てフロンティアを守るため、および、反乱、法
律執行への妨害などに対処するため、州の民兵
を召集することを認めた(18)。大統領の司令の
下、民兵が国内の治安維持も行うことが認めら
れたのである。この事実は、コモンローに基づ

⒁　Hammond,op.cit .
⒂　田中　前掲書,p.649.
⒃　Hammond,op.cit .
⒄　‘posse’,“The Encyclopedia Americana, International ed.” Vol.19,Danbury,Ct.: Grolier,c2000,p.451.
⒅　Hammond,op.cit .
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いて保安官が民警団を召集することができる権
限を思い出させる。
　建国の初期には、国内の治安維持には、大統
領によるものと保安官によるものとの二つの形
式があり、この二つは別個に存在していた。
　すなわち、議会が、大統領に対し、法律を執
行するため、また、反乱を鎮圧するために民兵
を召集する権限を与えたと言っても、連邦の法
律執行官である保安官は、自らの職務を実施す
るために民警団を召集する権限はまだ保有して
いた(1９)。つまり、召集する権限を持つ者が二
通りあり、大統領は民兵を、保安官は民警団を
召集することができたのである。
　また、軍隊は、原則として外敵に対処するこ
とをその任務としているが、建国当初では、国
内の法律の執行に軍隊を使用することは、特に
異常なことではなかった。例えば、1794年、ワ
シントン大統領は、西ペンシルバニアのウイス
キー反乱(２０)の鎮圧のために軍隊を使用した。
　さらに、1�07年には、国内治安に関係する法
律として、反逆法（The Insurrection Act＝合衆

国法典第10編第331-335条）が成立した。同法は、
大統領の権限として、州政府の要請により、反
乱を鎮圧するため軍隊を派遣することができる
と定めている。また、連邦議会は、米国の法律
を執行できなくなるような反乱や違法な妨害や
団結等に対し、大統領に軍隊の使用を認めるこ
とができると定めている。さらに、「反乱、国
内の暴力、違法な団結、謀議」により、州およ
び地方公共団体の法律執行機関が個人を保護で
きなくなったり、違法な行為により米国の法律
の執行が妨げられたりする等の事件が起きた場
合、大統領はこれらを鎮圧するため、軍隊を使
用することができると定めている。これまで、

米国はこの規定を援用して、たびたび国内に軍
隊を派遣してきた。例えば、1992年のロスアン
ゼルス暴動の鎮圧、19�9年のハリケーン「ヒュー
ゴ」への派遣などである。これらの派遣は、司
法長官の勧告、州知事からの要請に基づき、大
統領が軍隊を派遣する行政命令を発することに
より行われてきた(２1)。2005年のハリケーン「カ
トリーナ」で、大きな被害が出たのは、州知事
から連邦軍への要請等に不手際があったためで
あるといわれている(２２)。

４ 　民警団法の成立

　1�00年代には軍隊を法律執行に利用する回数
が増大した。特に、新しく米国の領土となった
地域において増大した。
　国内における多数の犯罪等に対処するために
は、貧弱な武器の民警団等だけでは手薄となっ
たことから、軍を使用する必要性が生じたた
め、17�9年に裁判法（Judicial Act）が制定され、
この中で連邦の保安官が、軍隊（民兵を含む）

を民警団として使用することを認めている。こ
のような軍隊を民警団として使用する考えは、
1�54年、カレブ・カッシング（Caleb Cushing）

により更に強化された。
　1�50年の逃亡奴隷法（Fugitive Slave Act）は、
奴隷所有者に奴隷を戻す手助けをするために、
保安官が民警団を組織することを許可してい
た。カッシングはピアス（Pierce）大統領の下
で司法長官を務めており、逃亡奴隷法を執行す
るために、連邦の保安官が軍隊や州の民兵を使
用できるような、民警団のドクトリンを法的に
認めるよう主張していた。私的な集団だけで
は、逃亡奴隷を逮捕するには困難な状況だった
のである。後に、これについて法的な容認が行

⒆　ibid.
⒇　1791年、独立戦争によって財政的に困窮した連邦政府は、財政を立て直すため、ウイスキーに課税した。この

課税に反対して農民等により起こされた大規模な反乱を言う。反乱を鎮圧するため、1万5000人の軍隊が派遣さ
れた。

�　金井淳「国内緊急事態への軍隊の派遣」『ジュリスト』No.1326,2007.1.1-15,p.16�.
�　Hammond,op.cit .



レファレンス　2007. 8 13

米軍の国内出動

われ、カッシングドクトリンとよばれるように
なり、軍隊を民警団として使用するための根拠
となった。保安官は軍隊を指揮する権限を持た
ないため、軍隊を民警団とみなし、これを法律
執行に利用したのである(２3)。こうして連邦の
保安官による軍隊の使用は、全国共通のものと
なった。例えば、カンザスにおいて、軍隊が奴
隷制に反対、賛成の両派間の争いを鎮圧するた
めに使用されている(２４)。このような状況は、
南北戦争の終了まで続く。このような軍隊の文
民への進出状況を見ると、軍隊への恐怖は、
1�00年代半ばまでに忘れ去られてしまったよう
に見える。
　南北戦争後、政府は、南部の諸州の再建を行
うため、軍隊を投入した。しかし、1�76年の大
統領選挙期間中、共和党のグラント（Grant）

大統領が、黒人が投票できるように南部の投票
所に連邦軍を派遣したことが問題となった。民
主主義の核心に位置する選挙に連邦軍を使用し
たということが、軍隊への恐怖を思い起こさせ
ることになり、これが1�7�年の民警団法を制定
する契機となった。その経緯は次の通りである。
　民主党が多数を占める連邦議会下院は、連邦
軍が撤退した後、南部が連邦の干渉から自由と
なることを望んだ。この目的を達成するため、
下院の民主党は、1�77年に陸軍歳出法案（Army 

Appropriation Bill）を可決した。この法案の中
には、共和党が支配する南部の州政府を連邦の
意図に従わせるために、軍を使用することを、
明示的に禁止する規定が含まれていた。このた
め、同法案は共和党が支配する上院で否決さ
れ、民主党の意図は失敗に終わった(２5)。
　その後、南部の民主党は、1�77年の鉄道ユニ
オンの暴動の鎮圧に陸軍を使用することに反対

した北部の民主党と同盟を結び、1�7�年陸軍歳
出法案の中に軍隊を民警団として使用すること
を制限する内容の条項を含めるよう提案した。
共和党との協議の結果、提案は受け入れられ、
民警団法（Posse Comitatus Act 以下「PCA」と

いう。）として知られる法律となった(２6)。PCA
は、合衆国法典第1�編第13�5条に組み込まれ
た。この法律は、これまで 5 回にわたって改正
されている。現在のPCAは次のように定めら
れている。

　憲法又は議会制定法により明示的に認められ
た場合及び状況を除き、posse comitatus（民警

団）として又はその他法律を執行するため、陸
軍又は空軍の一部を故意に使用する者は、本編
に基づき罰金若しくは ２ 年以下の拘禁刑、又は
その双方を科す。

　先に述べたように、PCAは、連邦の保安官
が、軍隊を民警団として使用するというカッシ
ングドクトリンを更に発展させたものである。
　PCAは、法律の執行に軍隊を使用すること
を妨げていないし、完全に禁止しているわけで
もない。PCAが要求しているのは、法律執行
に軍隊を用いるためには、憲法または法律に基
づくことが必要であるということである。
　陸軍は、法的な根拠の下に、民警団として兵
士を使用することができるとして歓迎した。し
かし、多くの士官は、民警団として軍隊を使用
することは、軍事組織を不正に政治的に利用す
ることに繋がるという見解を述べている(２７)。
　1�6�年にPCAが成立するとすぐに、ヘイズ
大統領は、法律を執行するために、ニューメキ
シコに軍隊を派遣した。PCAの唯一の効能は、

�　David Weston,“Review of the Posse Comitatus Act After Hurricane Katrina”,U.S. Army College,15 March. 
2006,p.3. 〈http:www.stormingmedia.us/30/30��/A30��44.html〉

�　ibid.
�　Weston,op.cit .
�　ibid .
�　ibid .
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大統領が法律執行のために軍隊を使用できるこ
とであると、大統領は主張した。
　1��2年、上院司法委員会は、次のような内容
の報告書を発表した。
　大統領は、軍隊の士官が司令する場合には、
国内の法律執行に軍隊を使用することができる
が、この問題は、連邦の保安官が民警団として
でなければ軍隊を使用できる能力を有していな
いという問題でもある(２8)。

Ⅱ　PCAの適用範囲

１ 　海軍と海兵隊

　PCAは陸軍と空軍に対して適用すると明示
している。つまり、PCAは、憲法制定会議時
に大きな関心を集めた常備軍である陸軍を明示
的に制限しているということである。しかし、
法律は、PCAの中で海軍、海兵隊、沿岸警備
隊については言及していないので、これらは制
限していないことになる。
　実際に、PCAが適用されたのは専ら陸軍の
みであったが、1947年の国家安全保障法（Na-

tional Security Act）制定以降は、空軍にもPCA
が適用されるようになった。
　しかし、19�2年に、国防総省は政策として
PCAの適用範囲をさらに拡大することとし、
このため、19�2年、規則を制定し、PCAの禁
止規定を海軍、海兵隊にまで拡大した。その結
果、海軍と海兵隊にもPCAを適用することが
可能になった(２９)。

２ 　沿岸警備隊と民兵

　沿岸警備隊は、海軍の一部であるが、平和時

には国土安全保障省の管轄下にあり、法律を執
行する職務もある。沿岸警備隊が海軍の職務を
執行中には、海軍の命令に従うことになるが、
国土安全保障省における通常の勤務においては
PCAの適用をうけない（合衆国法典第14編第 3 条）

ことになった。つまり、海軍に属するときに
は、法律の執行は、PCAの対象となり、制限
される。
　PCAは、陸軍、空軍の「一部」とは何かに
ついて詳しく説明していない。問題となるの
は、州兵をどのように扱うのか、陸、空軍の一
部とみなすのかどうかということである。しか
し、PCAが州兵（National Guard）についてど
こまでカバーしているのかについての注釈や判
例もない。
　憲法ではMilitiaという文言で民兵を現してい
るが、現在では、National Guardが民兵とされ
ている(3０)。
　National Guardが連邦の任務を果たしている
とき、陸軍や空軍の一部であると考えられ、
PCAの適用を受けることになる。一方、連邦
の仕事をしていないときでも、歴史的な経緯を
考えれば、同様に陸軍、空軍の一部である(31)

とする考えがある。また、他方では、陸軍、空
軍には属さないという考えもある(3２)。

３ 　国外での適用

　裁判所は、PCAには領土を超えた効力がな
いと判示している。すなわち、PCAは国外で
は適用されないということであるが、軍事的権
威は、米国外でも直接に米国法を執行すること
ができるとし、また、国防総省は、政策の問題
として、PCAは領土を超えて適用すると述べ

�　ibid.
�　U.S. Department of Defense,DOD Cooperation with Civilian Law Enforcemennt Officials,DOD Directive 

5525.5（March 22 19�2） この規則は、文民の法律執行等に軍が支援を行うことを規定している。軍の中には、陸
軍、空軍のほか、海軍、海兵隊も含まれている。

�　Doyle,op.cit .
�　ibid .
�　Hammond,op.cit .
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ている(33)。
　しかしながら、PCAが領土を超えて適用さ
れるとはいっても、米国外における軍隊の行動
にはいくつかの制限がある。それらの制限は、
軍事規則および軍隊が外国の法律執行機関を支
援することを制限する議会制定の法律である。

４ 　兵員への適用範囲

　「陸軍および空軍の一部」という文言の範囲
は、非常に不明確であり、問題となっている。
PCAの適用対象は、執務中の軍隊の構成員に
対し適用されるが、非番での行為のような、公
務ではない個人的な行為には適用されない。し
かし、構成員の行為が非番のときに行われたも
のであっても、軍事当局の指示に基づいた行為
である場合には、PCAが適用される。PCAが、
軍隊の中の文民に対しても適用されるかどうか
は、裁判所の判断が下されていないので不明で
ある。一般的な原則に基づいて、PCAは、職
務の遂行期間中の文民にも適用されるべきであ
るという議論もある(3４)。しかし、国防総省の
規則は、文民に対してPCAの適用をしていな
い。その上、ある判事によれば、陸軍の中の文
民人被用者は、軍隊の一部とはされていないと
いう(35)。

5 　故意による法律の執行

　民警団法は、陸軍と空軍を「故意に」使用す
ることを禁止している。
　この法律を制定するとき、上院の法案では、

「故意および認識しながら（willful and know-

ing）」の侵害を禁止するという文言となってい
た。しかし下院の法案には、何の限定もなかっ
た。そして、両院の協議の結果、「故意」だけ
を残すことに決まった。その理由は説明されて

いない。
　陸軍および海軍が、「法律を執行するため」
用いられるのはどんなときなのか。法律の注釈
者は、民警団法を侵害して「法律を執行する」
ことについて、次の二つを挙げている(36)。
① 軍隊が通常割り当てられた職務を遂行するの

ではなく、文民の政府の組織に属する職務を
遂行するとき。

② 軍隊が、文民の政府の目的のためだけに、割
り当てられた職務を遂行するとき。

　しかし、最近では、山火事や自然災害への対
応のため軍隊を使用するという要求が現れてき
ている。
　ウーンデッド・ニー（Wounded Knee）事件
における1973年の裁判の中で、上記の「法律を
執行するため」の判断基準として、下記の 3 項
目を挙げている(3７)。
① 文民の法律執行官が、法律を執行するため、

軍隊に所属する捜査官を実際に直接的に使用
しているかどうか。

② 軍隊の使用が、文民の活動の中に浸透してい
るかどうか。

③ 軍隊が、法律、規則等に合致した軍事的権限
の行使に、市民を従わせるために使用された
のかどうか。

　なお、「ウーンデッド・ニー事件」とは、
1973年 ２ 月に、サウスダコタ州パインリッジ

（Pine Ridge）インディアン保留地のウーンデッ
ド・ニー集落にある交易所の中に武装した群集
が押し入り略奪行為を行った事件で、FBIの
エージェント、連邦の保安官、インディアン問
題局の法律執行官等が集落を包囲し、集団を攻
撃し、ほとんどすぐに鎮圧したものである。

�　U.S. Department of Defense,op.cit .
�　Doyle,op.cit .
�　ibid .
�　ibid .
�　ibid .
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Ⅲ　PCAの侵害による影響

１ 　訴追

　PCAは、刑事関連法であるが、制定以来こ
れまでにPCA侵害を理由として訴追された人
は一人もいない。それでは、なぜこれまで述べ
てきたような法律の解釈が可能であるかという
と、それは、他の裁判の中で、被告が民事責任
等を追及されたとき、被告自身には何の責任も
ないことを主張するために、PCAを引き合い
に出して説明することがあったため、裁判所が
PCAについて判断したことがあったからであ
る(38)。

２ 　 証拠からの排除

　PCAの侵害がこれまでもあったのだという
主張が、証言や物的証拠を排除したい被告から
行われることがある。しかし、PCAは、訴追
については明記してあるが、証拠の排除につい
ては明記していない。多くの裁判は、PCAの
除外規定欠如を理由として、PCAの適用範囲
の分析や、侵害の有無の判断を避けている(3９)。

３ 　 民事責任

　PCAの侵害を行った者が、政府の職員また
は被用者であっても、政府は連邦不法行為請求
法（Federal Tort Claim Act）に基づいて、損害
賠償要求等に応ずる必要はない。ただ、これま
で一度も民事訴訟が起こされたことはない(４０)。

Ⅳ　PCAの例外

　PCAに関連すると思われるその他の軍隊の
使用は非常に多い。PCAの制定以後も、PCA
が、文民の法律の執行に軍隊を使用することを
禁止しているにもかかわらず、伝統的な役割で
はない、国内的な目的のために何度も使用され
ている(４1)。
　次の場合には、PCAを侵害することになら
ない(４２)。
　① 民警団としてまたはその他の法律を執行す

るために陸軍および空軍の一部の使用を憲
法が明示的に認めるとき。

　② 民警団としてまたはその他の法律を執行す
るものとして議会が明示的に陸軍および空
軍の使用を認めたとき。

　③ 問題の活動が禁止された軍隊の一部の使用
を含まないとき。

　④ 問題の活動が法律の執行とならないとき。

１ 　憲法上の例外

　PCAは、憲法により明示的に認められたと
き以外には適用されない。しかしながら、憲法
には法律を執行するために軍隊の使用を認める
という明文の規定はない。
　最高裁判所は、大統領が権限を行使するため
であれば、明示的な憲法の承認があるかどうか
に左右されないとの判決を下している(４3)。
　憲法の注釈者の中には、「明示的に」という
文言は無視するべきであるという意見もある。
その理由は、「明示的に」という文言が、上院
のPCA案にはなかったからである。しかし、

�　Jeniffer Elsea“The posse Comitatus Act and Related Matters: A Sketch”CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service,The Library of Congress,June 6.2005.

　〈http:www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS20590.pdf〉
�　ibid.
�　Doyle,op.cit .
�　Hammond,op.cit .
�　ibid .
�　Doyle,op.cit .
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最終的には、下院との協議で、妥協してこの文
言を加えられたものであるという。共和党の
サージェント（Sergent）上院議員は、この問題
について次のように述べている。「憲法または
法律に基づく権限を行使する場合に、憲法が大
統領に行為を要求することが書いてあれば、軍
隊は、議会から禁止されても混乱することなく
行動するだろう。(４４)」
　次の ２ つの場合、大統領はPCAの例外とし
て、軍事力を行使することができる。それは、
緊急事態における権限および連邦の財産および
機構を守る権限である （連邦規則第32編第215. 4

条）。つまり、一つは、災害の救済のような国
家的な緊急事態と見られることに対して軍事的
な支援を行うこと、もう一つは、ストライキ等
により人民に不可欠な業務が滞るのを避けるた
めに、軍隊が代替して業務を遂行することを妨
げるものではない(４5)。
　しかしながら、それらは、緊急事態の内容に
より、および軍隊が関与する期間により、
PCAの例外として制定された法律（後述）とは
性格が異なる。
　リチャード・ニクソン、ロナルド・レーガン
両大統領は、連邦の公務員のストライキを代替
するため軍隊を使用した。1970年、ニクソン大
統領は、ニューヨークでストライキ中の郵政公
務員の代替等を行うため、 3 万人の軍隊を送っ
た。19�1年、レーガン大統領は、航空管制官の
ストライキの代替のため、軍隊を送った。ま
た、石炭採掘者のストライキの代替のためにも
使用された(４6)。
　災害の救済に軍隊を使用することは、緊急事
態への出動であり、法律執行の任務でないの
で、PCAを侵害するとされていない。1906年、
サンフランシスコの地震において、陸軍は火災
を消火し、秩序を回復させた。もっと最近で

は、フロリダのハリケーン・ヒューゴの救済の
ため大規模な軍隊の出動があった。

２ 　制定法上の例外

　PCAは、議会が法律の執行に軍隊を使用す
ることを明示的に認める場合には適用されな
い。議会は次の 3 つの場合には軍隊が国内の法
律の執行を行なうことを認めている。
　① 軍隊の一部を文民の法律執行機関に提供す

ること
　② ある特殊な形態の支援を法制化すること
　③ 非常に狭い範囲に適用するために作られた

法律で、個別的な事件や環境について申し
出ること

　具体的には、①については、軍隊の一部であ
る沿岸警備隊に、広範な法律執行の責任を与え
ていることを指している。次に、②について
は、大統領に、反乱や国内における暴力に軍隊
を対応させることを認めるというようなかなり
特殊化された事態へ対応するための法律が制定
されている。最後に、③については、軍隊が、
文民の法律執行機関に、情報や装備をあたえる
ことを許可する一般的な法律が制定されている

（合衆国法典第10編第371条-第3�2条）(４７)ことを指
している。
　上記③は、「ウーンデッド・ニー事件」によ
り提起された問題を解決するため入念に考えら
れた法律である。
　この事件では、特に、文民の法律執行官が軍
および州兵の情報および装備を使用していたこ
とが問題となった。その後、連邦、州、その他
の地方公共団体の警察に軍事的な支援、特に情
報と装備について軍事的な支援与えることがで
きることを明示的に認めている（合衆国法典第

19編第371条-第372条）。
　第371条では、軍隊の秘密のエージェントを

�　7 congress（1�7�）,Congressional Record,p.464�.
�　Hammond,op.cit .
�　ibid .
�　Doyle,op.cit .
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許可し、重要な軍事目的に関連する文民の活動
に関する情報を収集することを許可している。
また、合衆国法典第10編第372条から第374条ま
では、軍隊の装備および施設は文民も利用でき
るとする規定で、軍事作戦および装備の維持に
関して警察官を訓練することができるほか、専
門家としてのアドバイスも提供することができ
る。また兵員を、装備を供給するための作戦や
装備の維持に雇用することができる。
　第371条から第3�2条までの法律で認められて
いる権限は、３つの一般的な警告が含まれてい
る。それは、第 1 に、米国の軍事能力を衰退さ
せるような方法を用いることはできないという
こと。第 ２ に、軍隊の援助による文民の受益者
は、援助に対する報酬を支払わなければならな
いということ。第 3 に、第371条から第3�2条の
権限を確実にするため、これらの条文で規定さ
れていない文民の法律執行官の利益となる逮
捕、捜索等を行うために軍隊を使用する場合の
規則を作るべきであるということ、を国防長官
に要求している。　
　第375条に規定される軍隊のどのような行為
が禁止されているのかについては、第375条に
対応する連邦規則や国防総省の指令がある。連
邦規則第32編第213.10⒜⑶条に次のように規定
されている（July 1, 1992）。
　「…民警団としてまたは法律を執行するため
に軍隊を使用することの禁止は直接的な次の形
態の支援を禁止する。①車両、船舶、航空機ま
たはその他これに類似する機能の提供。②捜索
および押収。③逮捕、航行中の船舶の停止およ
び臨検、またはこれに類似した行為。④監視ま
たは個人の追跡、または通報者、秘密捜査官、
調査員、尋問者として兵員を利用すること。」
　この規則はCFRから削除されてしまった
が、国防総省の指令（DOD Dir. No. 5525. 5 ）で
同一の内容を見ることができる。

　 一 方、Charles Doyle,“The Posse Comita-
tus Act&Related Matters: TheUse of the Mili-

tary to Execute Civilian Law” CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, 
The Library of Congress, updated 1 June 
2000.によれば、前記②の範囲に属する法律に
は以下のように多数の法律がある。
① 　合衆国法典第 5 編追加（197�年軍監察長官

法）

　国防総省の監察長官は法律に基づき監察お
よび捜査を実行する場合には、PCAにより
制限されない。

②　合衆国法典第10編第331条-第335条
　大統領は、反乱またはその他の形態の国内
暴力に直面した場合、反乱を鎮圧し連邦の権
限を執行するため、民兵および軍隊を使用す
ることができる。

③ 　合衆国法典第10編第374条注釈（1991年防衛

支出権限法第1004条）

　1991から2002会計年度まで、国防長官は、
連邦および州の法律執行機関の要求に基づ
き、対薬物支援について規定することができ
る。

④　合衆国法典第10編第3�2条
　国防長官は、大量破壊の生物化学兵器を含
む緊急事態に司法省の支援を行う規定を設け
ることができる。

⑤ 　合衆国法典第10編第3�2条注釈（2000会計年

度国防支出権限法第1023条）

　2000から2004会計年度の間、国防長官は、
テロリズムまたはテロリズムの脅威に対応す
るため、連邦および州の法律執行機関を援助
する規定を設けることができる。

⑥　合衆国法典第16編第23条
　陸軍長官は、内務長官の要求に応じてイエ
ローストーン国立公園を保護するための軍の
詳細を定めることができる。

⑦　合衆国法典第16編第7�条
　陸軍長官は、内務長官の要求に応じて、セ
コイアおよびヨセミテ国立公園を守るための
軍の詳細を定めることができる。

⑧　合衆国法典第16編第593条
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　大統領は、フロリダの連邦の森林の破壊を
防ぐため米国の陸軍および海軍を使用するこ
とができる。

⑨　合衆国法典第16編第1�61⒜条
　運輸長官（戦時には海軍長官）は、「マグニュ
ソン（Magnuson）魚類保護および管理法」を
執行するため、国防総省の人員を含む連邦お
よび州の人員および資源を利用することに合
意することができる。

⑩　合衆国法典第1�編第112条、第1116条
　司法長官は、外国の高官を攻撃、故殺、殺
人から守るため、陸海空軍を含む連邦および
州の機関の支援を要求することができる。

⑪　合衆国法典第1�編第351条
　FBIは、連邦議会議員の暗殺、誘拐、攻撃
について捜査するため、陸海空軍を含む連邦
および州の機関の支援を要求することができ
る。

⑫　合衆国法典第1�編第�31条
　司法長官は、核物質への犯罪執行に対する
禁止条項を執行するため、国防長官に支援を
求めることができる。（合衆国法典第1�編第

175a条、第229E条、第2332e条は、クロス検索す

ることにより、合衆国法典第10編第3�1条に基づ

き司法長官は、生物化学兵器および大量破壊兵器

を含む緊急事態において、国防長官に支援を要請

することができる規定と関連することがわかる。）

⑬　合衆国法典第1�編第1751条
　FBIは、大統領を暗殺、誘拐、攻撃から守
るため、陸海空軍を含む連邦および州の機関
の支援を要求することができる。

⑭　合衆国法典第1�編第3056条
　シークレットサービスの指揮官は、大統領
を守るため、国防総省およびその他の機関の
支援を要求することができる。

⑮　合衆国法典第22編第40�条
　1917年のスパイ法第Ⅳ編（合衆国法典第22

編第401-40�条）を執行するため、大統領は米
国の陸海軍を使用することができる。

⑯　合衆国法典第22編第461条

　大統領は、中立法を侵害するために使用さ
れた船を拿捕または拘留するため、米国の陸
海軍および民兵を使用することができる。

⑰　合衆国法典第22編第462条
　大統領は、中立法の規定に基づいて、外国
船を拘留または出発させるため、米国の陸海
軍および民兵を使用することができる。

⑱　合衆国法典第25編第1�0条
　大統領は条約上のインディアンの土地の不
法侵害を除去するため、軍事力を使用するこ
とができる。

⑲　合衆国法典第42編第9�条
　公衆健康サービスの要求に応じて海軍長官
は、さまざまな米国の港湾において、船舶お
よび老朽船を隔離することができる。

⑳　合衆国法典第42編第19�9条
　市民の権利を侵害から守るため逮捕令状を
発する司法官は、傍観者、民警団、陸海軍、
民兵に支援を要請するための令状を発するこ
とができる。

�　合衆国法典第42編第5170b条
　大きな災害が発生した州の知事は、生命お
よび財産を保護する目的で、国防総省の職員
を緊急事態に必要な作業に使用する許可を与
えるよう国防長官に命令することを大統領に
要請することができる。

�　合衆国法典第43編第1065条
　大統領は公共の土地の不法な囲い込みを除
去するため、軍事力を使用することができる。

�　合衆国法典第4�編第141�条
　大統領は、グアノ（guano）諸島の所有者
の権利を守るため、米国の陸海軍を使用する
ことができる。

�　合衆国法典第4�編第1422条
　グアムの知事は、災害、侵入、反乱、反
逆、および切迫した危険、または不法な暴力
事件に、米軍の高官および海軍司令官に支援
を要請することができる。

�　合衆国法典第4�編第1591条
　ヴァージン諸島の知事は、ヴァージン諸島
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およびプエルトリコでの災害、侵入、反乱、
反逆、および切迫した危険、または不法な暴
力事件に、米軍の高官、海軍司令官に支援を
要請することができる。

�　合衆国法典第50編第220条
　反乱の期間中、大統領は、税関の区域から
船舶および貨物が違法に移動されるのを防ぐ
ため、陸軍、海軍および民兵を使用すること
ができる。

３ 　新たな例外

　2005年、ハリケーン「カトリーナ」で問題と
なった、災害への軍隊の派遣については、現在
でも、スタッフォード法（The Robert T. Staf-

ford Disaster Relief and Emergency Assistance 

Act＝合衆国法典第42編第5121条）により対応が
可能であり、州知事の要請があれば、軍隊が支
援に向かうことができる。しかし、支援の内容
には、PCAに定める法律執行は含まれないと
されている(４8)ため、軍隊による全面的な支援
が困難であった。こうした状態を改善するため
か、2006年10月に成立した「2007年国防歳出法

（2007 Defense Appropriation Act）の1076条は、
「反逆、国内の暴力、謀議」等により、「州の権
限では、公共の秩序の維持ができなくなった」
場合、大統領は「公共の緊急事態」を宣言し、

「公共の無秩序状態」を「鎮圧」するため、州
知事やその他地方公共団体の長の承認を得るこ
となく、軍隊を派遣し、州兵をその管理下に置
くことができるとされている。緊急事態の態様
として、「自然災害の発生、流行病等による公
衆の深刻な健康上の非常事態、テロリストによ
る攻撃、テロ事件の発生、州の現状および国の
財産に対する侵害」が例示されている(４９)。こ

の規定は、前年、ハリケーン「カトリーナ」に
よる被害者への対応に不手際のあったことや、
テロ攻撃等を意識していると思われる。
　このような規定に対し、パトリック・リー
ヒー（Patrick Leahy）上院議員は、「歴史的に
見れば、国内の法律執行に軍隊を含めることを
禁止している民警団法につながる法律である。

（中略）しかし、大統領は、州知事やその他の
地方公共団体の承認を得ることなく、軍隊を派
遣し、州内の秩序を維持する任務を有し、法律
を執行する州兵を管理下に置くことができる。
これは国内に戒厳令を布くことができる時代の
前触れではないか」と批判している(5０)。

Ⅴ　軍隊の国内出動による弊害

　Matthew Hammondは“The Posse Comita-
tus Act: A Principle in Need of Renewal”,  
Washington University Law Quareterly, Sum-
mer 1997.の中で、PCAに例外を設けることは、
軍と文民の役割の間にある境界をあいまいに
し、軍隊に対するシビリアンコントロールの土
台を崩し、軍事的即応体制にダメージを与え、
本来の任務に悪い影響を与え、米国軍隊と米国
双方を危険にさらしかねない事態を招く可能性
がある(51)と述べている。
　そして、「国境保全法」と「包括的反テロ法」
を例に引き、軍隊による対薬物作戦と退避させ
ながら、その危険性を指摘している。
　第１の「国境保全法」は、国境地域における
移民および関税に関する職を軍隊が直接執行す
ることを許可するもので、PCAの例外である。
　第２の「包括的反テロ法」は、生物化学兵器
の捜索に軍隊を含むことを許可し、これも

�　Jennifer K. Elsa “The Use of Federal Troops for Disaster Assistance: Legal Issues”,CRS Report for 
Congress,Congressional Reserch Service,The Library of Congress,August 14,2006.

　〈http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/FS22266.pdf〉
�　金井  前掲論文
�　同上
�　Hammond,op.cit .
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PCAの例外である。
　Hammondは、軍隊が国内に出動することに
よって起りうる弊害を、以下の 3 項目に渡って
展開しているので、次に紹介する。

１ 　あいまいな区別

　文民の法律執行機関と軍隊の役割の違いは、
PCAの例外により区分することができる。
　文民の法律執行機関は、その性格上、伝統的
に地方のものであり、市、郡、州レベルの必要
に対応している。文民の法律執行は、軍隊の任
務とは異なる、法律執行の任務遂行のために訓
練を行っている。文民の法律執行は、個人の権
利を認め、例えば保護される人物が悪行を行っ
た者であっても個人の権利を守ろうとする。権
力を行使する前に、警察官は状況がエスカレー
トしないように試みる。警察官は、発砲の準備
を整え武器の引き金を引くことが可能なときで
さえ、より低い段階の権力を行使することの訓
練を受けている(5２)。
　その一方で、兵士は、致死性の武器を使用す
るかしないかについての訓練を受けている。軍
隊は、国家を守るという対外的な使命を遂行す
る。極端にいえば、敵とみなす者に立ち向かう
ため、兵士は個人の権利を認識する必要はな
い。そして致死性の武器の使用は、敵による攻
撃または悪行がなくても認められる。兵士と警
官の違いは、メキシコとの国境の近くでパト
ロールしていた海兵隊員に若者が狙撃された悲
劇的な事件がその例として挙げられる。文民の
法律執行官であったなら、狙撃にまで至らな
かった可能性がある(53)。
　国境での職務、捜査の支援、薬物の禁止とい
う例外は、文民の法律執行と軍隊の役割の間の
区別をあいまいにした。

　国境保全法に基づく兵士による国境業務は、
伝統的に文民の法律執行官が責任を持ってき
た。薬物の禁止も、伝統的に文民の法律執行官
の職務である。軍隊にこれらの職を担わせるこ
とは、米国を建国した人々が恐れていた軍隊の
権限が増大し、軍隊が文民を従わせることにな
るという事態に近づくことになる。軍隊による
捜査の支援は、1960年代に、軍隊の不適切な使
用として議会および最高裁判所のメンバーから
責められた軍隊への非難を思い出させる(5４)。

２ 　シビリアンコントロールの土台の崩壊

　シビリアンコントロールは、軍事行動が、自
由または民主主義の手続を危うくしかねない領
域を侵食するとき、たとえその拡大が文民の
リーダーシップにより公認されている場合で
も、土台が侵食される可能性があることが指摘
されている(55)。Hammondによれば、シビリア
ンコントロールの目的は、「防衛政策および防
衛政策を実施する諸機関が、その他の国家の伝
統、価値、習慣、政府の政策、経済、社会的な
機関に服従することを確実にする」ことであ
る。文民の政府は、軍隊の国内での使用につい
て政策決定を行うときに、軍人、教義、訓練、
装備、道徳を含む軍隊の組織上の性格を斟酌す
る必要がある。多くの非軍隊的職務を持つ軍隊
は、更に自立的となり、シビリアンコントロー
ルに服することが減少することになる(56)。
　対薬物活動において、政府は以上のような考
慮事項をすべて無視した。対薬物の任務は、軍
隊にとっては望ましいものではなかった。
　薬物問題の性格を考えると、軍隊は真の解決
なしに長期間にわたって問題に深く巻き込まれ
る可能性がある。その理由は、薬物売買には大
きな利益が伴い、売買に関係する人を根絶する

�　ibid.
�　ibid .
�　ibid .
�　ibid .
�　ibid .



レファレンス　2007. 822

のが、ほとんど不可能だからである。軍隊は勝
利を目的としている。勝利がおぼつかない薬物
問題に軍隊を巻き込むことは、軍隊のモラルを
傷つける。更に、長期間巻き込むことは、少々
の支援では済まなくなり、文民部門に対する軍
隊の影響を増大させることにつながる(5７)。
　軍隊による国境の業務および捜査の支援が法
制化されたが、この場合でも対薬物に関する任
務と同様の問題が起るだろう。文民の法律執行
に軍隊を含めることが増大することは、長期間
にわたって軍隊の従属的な役割を維持すること
を困難にする。更に、文民の法律執行に軍隊を
使用することは、PCAの制定により育ててき
たところの軍隊の職業意識にダメージを与え
る(58)。

３ 　軍事即応体制への影響

　軍隊の第一の任務は、国家の安全保障であ
る。そして全ての軍事的な決定は、国家の安全
保障が増強されるかダメージをうけるかに関す
る絶対的な評価を行うことによって行われる。
軍事即応体制の強化は近代戦の勝利を得るため
の鍵となるものであり、国家安全保障を維持す
るために必要なものである。実際のところ、軍
隊は、もし軍事的即応体制が危うくなるのであ
れば、薬物問題、化学生物兵器の捜査への援助
要請を拒否することができる。しかしながら、
この拒否する権限は軍事的即応体制を傷つける
ことになる。その理由は、軍隊は即応体制を決
定する過程に、非軍事的な要素が加わることに
より決定過程が複雑となり、即応体制を傷つけ
るからである(5９)。
　国境業務、捜査支援、薬物への対応は、軍事
的即応体制にとっては諸刃の剣である。軍隊
は、軍の構成を維持し、予算を確保し、広報活
動を改善するための一つの方法として、薬物対

応のような新しい任務に協力している。この観
点において、これらの新しい任務は、軍事力お
よび予算を確保するという面で、即応体制への
支援となるかもしれないが、これによって得ら
れる利益は、戦争を行うという任務からは、少
し焦点がずれている。この焦点のずれは、軍隊
の戦闘能力を衰えさせ、いざという場合の戦闘
精神を鈍らせる可能性がある。さらに、国境警
備等の任務は、装備の変更や予算の再配分を要
求する。例えば、F-15のパイロットは、メキシ
コから北を目指す単発のセスナ機を追跡するこ
とで戦闘能力を磨くことはできない(6０)。新た
な装備が必要になるのである。
　このように、PCAの例外は、軍隊に悪く働
く。そして、さまざまな形で軍事的即応体制に
影響を与えている。薬物の禁止は、費用のかか
る装備の変更および資源の再配分が行われた結
果、軍事的即応体制を傷つけた。1993年、国防
総省の予算には、薬物禁止任務に関する14億ド
ル以上の予算が含まれていた。この再配分され
た予算は、薬物禁止の国内的な使命に完全に焦
点を合わせている一種の「薬物コマンド」の結
果として与えられた。例えば、薬物密輸業者の
速度の遅い航空機を追跡するためにF-15を使用
することは、過剰反応であり費用がかかりすぎ
る。軍の兵士の基本的な訓練と維持のために、
政府は年間一人当たり 8 万2000ドルの費用をか
けている。PCAの例外に対処するためには、
新たな訓練が必要であり、更に多くの費用がか
かる。
　国境での業務は、軍隊にその精神と訓練の変
更を強制する。そして戦争と異なるレベルの制
限を要求するので、国家の安全保障を維持する
ための精神に悪影響を与えかねない。国境業務
においては、既に、国境パトロールおよびその
他の法律執行機関が、適宜の精神と資質を持っ
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ており、任務をよりよく遂行することができ
る。軍隊による捜査の支援は、軍隊の現在の任
務とは異なるものである。軍隊が、非軍事的使
命を実行する考えは、その訓練をどこで行うの
かということを考えただけでも大きな問題があ
り、軍事的即応体制の重要性を弱体化させると
考えられる(61)。
　テロに関係する違法な移民、薬物の禁止、捜
査支援は、長期間の解決期間を必要とする長期
的な問題である。しかしながら、それらの問題
は簡単には解決できないし、軍隊を含むことで
将来的にうまくいくかどうか先行きを予見する
こともできない。それらの問題の継続性、長期
的性格を理由として、テロと戦うことに軍隊を
使用することは、鍵を掛けられたトランクを開
けるために、強力なハンマーを用いるようなも
のである。トランクを破壊するよりも鍵のほう
が適合する(6２)。
　このような弊害には、どのように対応してい
けばよいのだろうか。

４ 　PCAにより形作られた政策のリニューアル

　軍隊の本来の任務と軍隊の文民分野での活動
の間を分割する基本的な規範は、更新される必
要があることについては、識者の意見は一致し
ているが、その先は二つに分かれている。第１
は、法律によって例外を定めるのではなくて、
政府の政策でPCAの例外を実施できるように
するという考え方である。第 ２ は、例外を増加
させて軍隊の本来の任務を弱体化させるべきで
はない。PCAは維持するのではなく、強化す
るべきであるという考え方である。
　第１の考え方は、次のような内容である。
　文民の任務に軍隊が支援を行うことは、
PCAのような法律に基づくのではなくて、憲

法上の大統領の権限に基づいて政策により実施
するべきである。ハリケーン「カトリーナ」事
件への対応に不手際があったが、法律ではな
く、政策により実施していたなら、あれほどの
被害はなかった。このためには、文民の任務に
軍隊が支援を行うことについて、国防総省の規
則を改正する必要がある(63)。
　また、議会もPCAを改正し、さらにそれに
関連する合衆国法典第1�編の犯罪法、第10編の
組織法の中の関連条文を改正するべきである(6４)

とする考え方である。この考え方は、大統領が
必要と判断した場合には、法規に関係なくいつ
でも軍隊を派遣できるようにするべしという内
容である。
　第２の考え方では、実現可能な 3 つのアプ
ローチを考えている。
　第１のアプローチは、軍隊が何もしないこと
であるが、何もしないということは、現在の許
容しがたい状況から離れることである。軍隊は
軍事の分野に適切に収まりきれない多くの国内
問題解決のための万能薬だと見られている。議
会は、この問題をPCAから離れて解決でき
る。1�7�年、PCAが、文民の分野から軍隊を
切離すという基本的な原則に基づき制定された
ということを政府は思い出すべきである(65)。
　第２のアプローチは、憲法を修正することで
あるが、第１のアプローチに比べてアピール度
が劣る。憲法を修正することは、文民の法律の
執行から軍隊を除外する原則を強固にするだろ
うが、それでは現在憲法が有している柔軟性が
失われる。仮に憲法修正が行われるとすれば、
それは、大統領の軍の総司令官としての権限、
法律の執行者としての権限を制限することにな
るだろう。ある憲法の注釈者が示唆している
が、仮にそれらの権限が限定されれば、その修
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正は、柔軟性がないまま憲法に加えられること
になり、その結果、最も優れた価値の一つを弱
めることになる。通常、憲法に定める大統領の
権限の「明確でない部分」は、米国が将来の不
確実性に最善の状態で合致できるように十分な
柔軟性を持って規定されている。憲法の修正が
行れた場合、軍隊の使用に関する「明確でない
部分」を取り除くことになる。緊急事態権限の
行使を通じて非軍事部門に軍隊を使用すること
を目指し憲法を修正することは可能であるが、
修正の結果、将来の出来事を予見できないかも
しれない固定された原則を作り出すことにな
り、それは受け入れがたいものになるだろう。
憲法の修正は、われわれの政府や社会の役割に
絶対に必要であるということでなければ行われ
るべきではない(66)。
　第３のアプローチは、Hammondの主張によ
れば、最も良いものである。これは、PCAの
例外に焦点を合わせたガイドラインに基づい
て、基本的な原則を再認定する立法を行うこと
である。立法活動により、一般の注目が集ま
り、文民の重要な問題に軍隊を使用することに
ついての議論に再び焦点が合わされるだろう。
さらに、立法的解決は、議会と大統領とが、軍
隊の使用について一般の意見を継続して考慮し
ているということを示し、一種の柔軟性を維持
し続けていることが印象付けられることにつな
がる(6７)。

おわりに

　国防総省の顧問、ウイリアム・タフトは、
1979年、議会の公聴会で次のように証言した。
　「PCAは、英米の歴史において、明らかに政
治的な伝統の一つである。文民の法律を執行す
るために軍隊を使用することは、文民と軍隊の
双方の利益を害する。PCAの制定者は、文民
人を統治するための最も計画的に実施された軍
隊の使用でさえも、不幸な結果となるというこ
とについて、軍隊の歴史を証拠として引き合い
に出している。その上、文民の問題に軍隊を関
与させることは、国防に必要な資源を浪費さ
せ、（中略）文民の問題解決に軍隊を導入する
ことは、国を守る能力を害するだけである。し
たがって、軍隊は、通常、文民での対応が不可
能な重大な場合のみに法律を執行するため使用
されるべきである(68)。」
　薬物やテロリズムとの戦い、違法な移民の防
止の必要性は、一般の問題としてならば重要で
あり、長期間にわたる諸問題への解決の努力無
しには解決しないであろう。しかし、それらの
問題の解決を軍事に委任することは、将来的
に、軍隊の能力を衰退に導くだけでなく、文民
の法律執行機関の能力をも狭め、最終的には国
力を衰退に導く結果となる可能性がある。

（しみず　たかお　外交防衛調査室）
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